
兵庫県 福 祉 部  障害福祉課
産業労働部 観光局 観光振興課

障害者政策委員会（第78回）
令和6年3月7日

合理的配慮アドバイザー派遣制度 ／
ユニバーサルツーリズム推進条例の制定 ／
「ひょうごユニバーサルなお宿」宣言・登録制度 ／
その他周知・啓発について
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区分 実施 対象 内容

合理的配慮
アドバイザー

派遣
平成

28年度～ 民間企業等

民間企業向けに、障害者支
援に精通した専門家（合理
的配慮アドバイザー）を無
料で派遣し、研修会での講
師や、助言等を実施

ユニバーサル
ツーリズム
推進条例

令和
５年度～

県、市町、
観光関連事
業者、県民、
支援団体等

ユニバーサルツーリズムに
特化した条例としては全国
初となる「高齢者、障害者
等が円滑に旅行することが
できる環境の整備に関する
条例」を制定

「ひょうご
ユニバーサルな

お宿」
宣言・登録制度

令和
５年度～ 宿泊施設

積極的に取組む宿泊施設を
登録・情報発信する「ひょ
うごユニバーサルなお宿」
宣言・登録制度を設け、ソ
フト対策経費・ハード整備
経費等の支援を実施

改正障害者差別
解消法を考える

キックオフ
セミナー

令和５年
11月24日

民間企業等、
行政、福祉
関係者、一

般

法改正に加えて、テクノロ
ジーの進化、接客業の未来
といった文脈を織り交ぜ、
メタバース上でセミナー開
催

パンフレット
作成

（聞くこと、工夫
することからはじ
める合理的配慮の

提供とは）

令和６年
2月

民間企業等、
行政、福祉
関係者、一

般

改正障害者差別解消法の概
要および上記キックオフセ
ミナーのダイジェストで構
成し、企業担当者をメイン
の読者として作成したパン
フレット

• 右表の、
民間企業等に向けた、障害福祉
課と観光振興課の施策を紹介

• 合理的配慮アドバイザーは平成28年
度から

• 今年度ユニバーサルツーリズム推進
条例を制定

• それに対応した”お宿”制度
• 改正法施行に向けた周知啓発として

キックオフセミナーを実施済
• 実施したセミナー内容を盛り込んで

法律概要のパンフレットを作成

紹介する
施策一覧
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民間企業への働きかけには

他部局との連携が必然的な流れ



障害者差別解消法に対応
合理的配慮アドバイザー
障害者支援の専門家を派遣します。
平成28年４月から障害者差別解消法が施行

されました。これを受け、企業等には商品や
サービスの提供、雇用等の場面で、障害者に
対する合理的な配慮の提供が求められます。
兵庫県では、障害者支援や障害者雇用に精通
した専門家を無料で派遣し、事業者様のお悩
みについてサポートします。
活用例１、接客研修で障害者への対応を学

ぶ、派遣する専門家例：障害者相談支援事業
所管理者クラス
活用例２、ユニバーサル化投資の留意点を

知る、派遣する専門家例：特例子会社マネー
ジャークラス
お申し込み・お問い合わせ、兵庫県福祉部

障害福祉課、TEL078-362-9104、FAX078-362-
3911

合理的配慮アドバイザー チラシ

• 玉木幸則氏をはじめとして、県内各
圏域からアドバイザーを委嘱

• 長年に渡り、兵庫県にご協力いただ
いているネットワークの賜物

事業者さまが取り組むための

最初の一歩
をお手伝いします。

ご要望に応じて無償（謝金・旅費は県負担）で
専門家を派遣します。

兵庫県が実施する
合理的配慮アドバイザー
派遣制度
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・企業側のニーズに応じた研修や助言を
アドバイザーが検討して実施

・障害者雇用促進法における合理的配慮も
対象に

＜活用例＞
①改正法に向けての対策
【幹部社員向け研修（座学＋ワークショップ）】

②特定イベントに向けた対策
【全社員向け研修（座学＋ワークショップ）】

③現状課題に関する対策
【接客部門社員向け研修（座学＋ワークショップ）】

④障害者雇用に関する対策
【部門社員向け研修（座学＋ワークショップ）】

企業のニーズ
直近実績
R4：3件、R5：7件見込
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アドバイザーによる講義風景



現場でアドバイザーと一緒に施設内のバリアを探す様子

・障害当事者だけでなく、企業側にもさまざまな事情
→応えるためには個別対応が必要

・アドバイザーの力を借りて、持続可能な施策として
今後も推進

• 2024年世界パラ陸上でのホテル受入をきっかけに本制度
を活用しました。

• 現地で直接アドバイスを受け、これまでの戸惑いが少し
解消しました。

• 障害をお持ちのお客様に対して、恐る恐る声がけするよ
うな対応になっていたことに気づかされました。

• 法律と聞くと身構えがちだが、相手の立場に立って提案
できる引き出しを多く持つことが大切だと思いました。

• 合理的配慮についての法的な解釈を理解することで、必
要以上に構えず対応できそうな見通しがたち、不安が和
らぎました。

• 障害は身体的なものだと思い込んでいたが、社会の側に
こそ障害があるという“社会モデル”の考え方にハッとさ
せられました。

生の声を現場から
聞き取る機会にも
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車いす利用者が観光しているイメージ（明石城）

年齢や障害の有無等に関わらず、
様々な人が気兼ねなく参加できる旅行、

「行けるところ」から
「行きたいところ」に

旅行できる兵庫を目指しています。

兵庫県における
ユニバーサル
ツーリズムの
推進
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8.3% 22.1% 44.8% 15.5% 5.9%
3.4%

1積極的に取り組んでいきたい 2できるだけ取り組んでいきたい
3機会があれば、取り組んでもよい 4あまり取り組みたくない
5取り組みたくない 6無回答

積極姿勢 30.4％ 中立姿勢 44.8％

Q ユニバーサルツーリズムの取組に
対する意向について

令和3年度兵庫県調査

51.3%

34.6%

41.7%

42.6%

37.9%

51.0%

6.0%

17.3%

4.5%

10.1%

2.8%

特別支援学校の
保護者

要介護・要支援
の高齢者

障害者

1ある 2ない 3旅行をすることを考えたことがない 4無回答

令和4年度兵庫県調査

Q これまで、障害等があることを理由に

 旅行を諦めたことはありますか？

ポテンシャルのある
領域と言えます。

• 高齢者・障害者の多くが
旅行を諦めています。

• 宿泊施設等は高齢者･障害
者等の受入に一定の積極
姿勢は示しています。

ユニバーサル
ツーリズムの
現状（兵庫県）
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「行けるところから行きたいところ」へ
ユニバーサルツーリズム推進条例
（高齢者、障害者等が円滑に旅行すること

ができる環境の整備に関する条例）
ユニバーサルツーリズムとは年齢や障害の

有無等に関わらず、様々な人が気兼ねなく参
加できる旅行のこと
兵庫県

ユニバーサルツーリズム推進条例パンフレット表紙

これらが条例制定の
きっかけに

• 令和6年4月に施行される改正障害
者差別解消法など、ユニバーサル
社会づくりに向けた社会的要請の
高まり

• 神戸2024世界パラ陸上、大阪・関
西万博など、兵庫・神戸への国内
外からの誘客機会を見据え、多様
な来訪者の受入に備える必要性

ユニバーサル
ツーリズム
推進条例
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「ひょうごユニバーサルなお宿」ロゴマーク
ユニバーサルツーリズムに積極的に
取り組む宿泊施設の取組の促進と

「見える化」へ

• ユニバーサルツーリズム推進条例
の制定に合わせてスタート

• ユニバーサルツーリズムに積極的
に取り組むことを宣言した宿泊施
設を県が支援

• 県からユニバーサルなお宿に関す
る情報発信

「ひょうご
ユニバーサルなお宿」
宣言・登録制度
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区分 チェック項目 取組項目数
情報発信 １ 情報発信への配慮 13項目
受入体制 ２ 受入体制の整備 13項目

ホスピタリティ

３ 備品の貸出 ８項目
４ コミュニケーション 10項目
５ 食への配慮 12項目
６ 移動への配慮 11項目
７ 入浴への配慮 ６項目
計 73項目

チェックリストの構成

※ハードの補助率はR6年度までの着手分が対象（万博までの２年間を重点期間として拡充）

対象 補助率 上限額

ソフト ｲﾝﾀｰﾎﾝと連動したﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ導入、
ｼｬﾜｰﾁｪｱ等の購入 等 1/2 30万円

ハード
①ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修設計
②ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修工事(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ有)
③ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修工事(ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ無)

1/2
①   250万円
②1,800万円 
③   800万円

県公式観光サイト
（HYOGOナビ）

で情報発信

ソフト・ハード
支援

取組施設を
募集 基準を満たした

施設を登録

宣 

言
登 
録

発 

信
支 

援

取
組
促
進

見える化

高齢者・障害者やその支援者等
が容易に情報収集可能に

• 「宣言」と「登録」の二段階
• 宣言を前提に、ソフト対策経費・

ハード整備経費を支援
• 取組が進み、チェック項目の基準

を満たした施設を登録
• 全73項目のチェックリスト
• 各施設の障害種別ごとの取組状況

等を公開

制度概要

「ひょうご
ユニバーサルなお宿」
宣言・登録制度
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改正障害者差別解消法を考えるキックオフセ
ミナー
接客の未来とテクノロジー
令和6年4月1日から、事業者による障害の
ある人への合理的配慮の提供が義務化されま
す。改正法の施行について広く周知・啓発を
図るとともに、機運を醸成するためキックオ
フセミナーを開催します。
開催日時、令和5年11月24日金曜13:30から
16:30
参加費、無料
対象、民間事業者／経済団体／行政関係者

（県内市町職員、近隣府県・国関係者）／福
祉関係者／一般
開催概要、メタバース視聴／オンライン視

聴併用（手話・字幕あり）
申込方法、事前申込必須、申込締め切りは

11月15日金曜
主催、兵庫県福祉部障害福祉課

セミナーチラシ

約130名が
メタバース or オンラインで

参加

メタバース開催
改正障害者差別解消法を
考えるキックオフセミナー
を11/24に実施しました。

周知啓発の取組①
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• テクノロジーの進化がこれから
欠かせないというテーマ設定

• ALS支援の第一人者である川口有美
子氏による講演

• 医療モデルではなく、テクノロジー
の活用、そして社会の側が変われば
ALS患者の方も社会参加できる、生
き続けられるという文脈

• その他、テクノロジー企業からは急
速に活用が進むスマートフォンによ
る視覚・聴覚・身体機能を補完する
アクセシビリティー機能の紹介も

基調講演ほか

12
基調講演ダイジェスト



パネルディスカッション
（接客の現場から）

• デパートやホテルといった接客現場、
当事者、相談支援それぞれの視点から議論

• 現場のリアルな悩みを題材に
• 知的障害疑似体験の実演 など

13
パネルディスカッションダイジェスト



【感想・意見等】
• 当事者家族、事業者、それぞれの目線で講義いただき、配慮の考え方を

理解できました。
• ALSのお話しに感動しました。
• 最先端テクノロジーの素晴らしさを実感しました。
• テクノロジーで解決できることもあり、それを使用しないという事は合

理的配慮に欠けると思われても仕方のない事では無いかと感じました。
• 伊勢丹やドコモショップなどの事業者のバリアフリーへの取組が想像以

上に進んでいることに驚きました。
• 企業の取り組みやパネリストの経験談、有意義な学びでした。
• メタバース形式で開催されていて、楽しく参加できました。
• 福祉施設で働く職員ですが、社会がどのように変わってきているのか、

どのような未来になっていくのかを、今関わっている障害児の将来を見
据えてお話を聞かせていただき、子ども達の未来に希望が持てました。

• 矢野さんのお話しをもっとお聞きしたいです。(知的障害擬似体験)
• 合理的配慮を考える時間が少なかったです。
• なぜこの法律が必要になったかという歴史や、自分たちも高齢になり、

いずれ障害者との同様になるというお話しも少しあればと思いました。

Q あなたは障害者
 差別解消法にお
 ける事業者に該
 当しますか？

Q あなたの
 年代は

メタバース参加者の様子の風景

参加者の声
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パンフレットの作成
（お配りしたパンフレットをご覧ください。）

パンフレット表紙

周知啓発の取組②
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• 前述のキックオフセミナーのダイジェスト
を掲載（後半部）

 （メインターゲットとして企業の方に
読んでいただきたいと考えて現場の
文脈を盛り込みました。）

• ケーススタディを中心とした法律の概要解
説を前半部に

• 兵庫県障害者差別解消支援地域協議会での
議論を踏まえ、”工夫”等のキーワードを反
映

• 当事者家族のお手紙を用いて、社会モデル
を解説



・有識者等による検討会で
議論が行われ作成されたもの
（令和4年度・10回開催）

ケーススタディの元ネタ
内閣府
障害者差別の
解消に向けた
事例分析検討会

研修に活用できる有益な教材

【参考】



ご清聴ありがとう
ございました


	スライド番号 1
	紹介する�施策一覧�
	兵庫県が実施する�合理的配慮アドバイザー�派遣制度�
	企業のニーズ�直近実績�R4：3件、R5：7件見込�
	生の声を現場から�聞き取る機会にも
	兵庫県における�ユニバーサルツーリズムの�推進
	ユニバーサルツーリズムの�現状（兵庫県）�
	ユニバーサル�ツーリズム�推進条例�
	「ひょうご�　ユニバーサルなお宿」　�　宣言・登録制度
	「ひょうご�　ユニバーサルなお宿」　�　宣言・登録制度�
	メタバース開催�改正障害者差別解消法を�考えるキックオフセミナー��を11/24に実施しました。
	　基調講演ほか�
	パネルディスカッション�（接客の現場から）��
	参加者の声���
	パンフレットの作成�（お配りしたパンフレットをご覧ください。）
	ケーススタディの元ネタ�内閣府�障害者差別の解消に向けた事例分析検討会
	スライド番号 17

